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子どもがこんな状況になったら･･･ 
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大声を出してしまう 
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 ついていくのが難しい 
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学習や友達関係に不安があって 
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はじめに・・・ 
江戸川区教育委員会では、特別な指導・支援を必要とする児童・生徒や不登校児童・生

徒への指導・支援の充実を図ることを目的として、平成 25 年 12月に「エンカレッジル

ーム設置要項」、平成 26年９月に「エンカレッジルーム活用ガイドライン（改訂版）」を

策定し、平成 2９年度までに、江戸川区立の全小・中学校においてエンカレッジルームの

設置をします。 

区内各小・中学校では、それらに基づいて、エンカレッジルームを設置し、運営にあた

っています。 

更に江戸川区では、東京都の施策である特別支援教室を活用した巡回指導を平成 30 年

度から全小学校において行います。このことから、エンカレッジルームは一人一人の児

童・生徒に応じた指導・支援を行う場所であるとともに、特別支援教室としての役割をも

つことになります。 
 

目次へ   スキップ   
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第 1 章 エンカレッジルームの概要 
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（１）目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

エンカレッジルームは、通常の学級に在籍する児童・生徒のうち、

特別な指導・支援を必要とする児童・生徒が、特定の教科学習等を

個別に受けることができる部屋です。また、不登校傾向の児童・生

徒のための支援が行われたり、巡回指導教諭による巡回指導・巡回

相談を受けたりする部屋としても利用します。 

この部屋では、特別支援教育コーディネーターが中心となって、

担任と共に児童・生徒の困り具合を理解し、教材等の準備をします。

週に１時間、または、数時間の利用計画を作成し、利用します。 

これらの指導・支援によって、少しでも一人一人の児童・生徒の

悩みや不安などが解消され、自信につながり、学校という集団の中

で学ぶことに意欲をもち、将来の自立に繋がる事を目的とします。 
 

もどる 
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（２）利用範囲 

 

 

 

 

 

 

 

① 特別な支援が必要な児童・生徒に対する個別の学習支援 

② 不登校傾向の児童・生徒への支援 

③ 児童・生徒のカームダウン 

④ 巡回指導・巡回相談 

⑤ スクールカウンセラーを中心とした教育相談 

⑥ 校長及び教育委員会が必要と認める事項 

 

対象とされる児童・生徒については、学校の実態に応じて、校

内支援委員会で作成した「個別指導計画（エンカレッジルーム版）」

の下、指導することが望ましいです。 
 

もどる 
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（３）留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

① 個別の学習支援を行う場合は、校内委員会で指導方針を決定

し、校長の指揮の下で行う。 

 

② 自立を促すことを目的とし、説教や生活指導上の聞き取り等

には使用しない。 

 

③ 相談で利用する場合、児童・生徒・保護者の秘密保持ができ

るようにし、外部から見えないようにする。第三者が入室で

きないようにする。 

 

④ スクールカウンセラーとの面談が予定されている場合は、事

前に使用等について調整する。 
 

 

 

もどる 
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第２章 校内体制 

 

 

 

 

 

 

校 長     学級担任     特別支援教育   校内委員会 

                コーディネーター 

 もどる 
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（１）校 長 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・エンカレッジルーム運営上の管理責任者です。

運営に関する方針を示します。 

・校内委員会における実態把握の結果から、エン

カレッジルーム利用に関わる最終的な判断をし

ます。 

・必要に応じて保護者との面談に同席し、実態の

報告や個別指導計画（学校の実態に応じて）の

説明をします。 

もどる 



14 

（２）学級担任 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・児童・生徒の実態把握の中心になります。そのため

には、学年をはじめ他の教諭、養護教諭、スクール

カウンセラー等から、情報を得ることが大切です。 

・校内委員会で検討された「指導目標を達成するため

の具体的な手だて」を考えます。 

・エンカレッジルームでの「学習に必要な教材、指導・

支援、配慮点」について特別支援教育コーディネー

ター等と相談し、準備します。 

・学校の実態に応じて、個別指導計画を中心となって

作成します。 

・保護者と児童・生徒の実態や指導方針を共有します。 

もどる 
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（３）特別支援教育コーディネーター 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・校内委員会を開催し、児童・生徒の「実態把握、指導・

支援、利用の仕方」についての共通理解を図ります。 

・指導や支援について、必要に応じて専門家からのアドバ

イスが受けられる場を設定します。 

・必要に応じて保護者との面談に同席し、「エンカレッジル

ームにおける指導・支援、（学校の実態に応じて）個別指

導計画」についての説明をします。 

・学級担任と「エンカレッジルーム当番」の教諭との打ち

合わせの場を設定します。（必要に応じて同席します） 

・エンカレッジルームの「運営・利用状況」を把握します。 

もどる 
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（４）校内委員会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・学級担任や児童・生徒、保護者の教育的ニーズを把握

します。 

・実態把握のための資料・方法を提供します。 

・児童・生徒の実態を把握・分析します。 

・学級担任が作成した「指導目標・目標達成のための具

体的な手だて」を検討します。 

（学校の実態に応じて、個別指導計画作成への参画） 

・利用頻度を把握し、調整します。 

・学期ごとに利用状況や指導の成果と課題を確認しま

す。 

もどる（コーディネーター） もどる（担任） もどる（校長） 
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第３章 運営方法 
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（１）運用規定（ルール）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 利用にあたって  → 第１章の 「目的」を参照 

 

２ 対象となる児童・生徒（例） → 第１章の 「利用範囲」も参照 

① 「読むことや書くこと」などが苦手な児童・生徒 

「どうせ、私なんて何もできない」、「わからない」を頻繁に口にする児童・

生徒など（当該学年の学習内容の理解が不十分） 

② 登校しぶりや不登校傾向の児童・生徒 

③ 不安やイライラなど、気持ちがうまく切り替えられない児童・生徒 

・友達に手を出してしまう、離席が多いなど 

④ 巡回指導や巡回相談を受ける児童・生徒 

⑤ スクールカウンセラーに自分の様々な悩みを相談する児童・生徒 

  ⑥ 校長、教育委員会及び保護者の同意を得て、必要な手続きを経た児童・

生徒 
 

 
次へ

第 3
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３ 「エンカレッジルーム当番」の教諭による指導・支援の基本的内容 

○ 情緒の安定を図るための支援を行う。（安全を確認してカームダウンを 

見守る、話を聴くなど。） 

○ 自主的な学習を促して学習を支援したり、学習課題に沿って指導したり

する。 

○ エンカレッジルームを閉めて、担任に代わって学級の全体指導、または

ＴＴで教室に入ることもある。 

４ 留意事項（※学校の実態に応じて、取り組むこととする） 

○ 「エンカレッジルーム当番」の教諭は、エンカレッジルームにいること

とする。（利用児童・生徒がいない場合は、学級事務等を行う。） 

○ 説教や説諭などの指導の場にはしない。 

○ 利用する児童を教室から排除したような印象を与えないようにする。 

（「学級で真面目にやらないなら行きなさい。」等の声かけはしない。） 

○ 利用する児童・生徒が「この部屋にいた方が自由である。楽である。」 

という印象をもたせないようにする。 

○ 記録簿の記入を行う。 

もどる 



20 

（２）配慮事項 ～小学校の場合～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①児童への配慮 

学級から一人離れて、エンカレッジルームに行く時や、学級に戻る時、児童は、と

ても緊張します。そこで以下の点について配慮しましょう。 

◇学級担任は、日頃からエンカレッジルームについて話をしておきましょう。 

◇「エンカレッジルーム当番」の教諭から、エンカレッジルームでの児童の「がんば

り」を担任に伝え、全教諭で認め、励ましましょう。 

◇エンカレッジルームに行っていた間に教室で学習したことや、何か変更があったこ

となど、必要な情報を本人にすぐに伝え、疎外感や孤独感を抱かせないようにしま

しょう。 
 

 

 

学校全体で「利用している児童を応援し、学級で一緒に学ぶ」気持ちを育てていくこ

とが大切です。 

◇エンカレッジルームは、決められた学習をする場所であることを知らせましょう。 

◇子ども同士が「がんばり」を認め合い、励まし合う気持ちを育てましょう。 

◇利用する友達の中には、音や声に敏感な場合があることを伝え、部屋の近くでは静か

にすることを知らせましょう。                     次へ 
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保護者への理解、啓発を図り、保護者と連携して進めていくことが大切です。 

 

 

◇学校説明会や「学校だより・エンカレッジルーム利用について」等の文書で、全保

護者へ「目的・内容・配慮事項」等について事前に知らせましょう。 

 

◇利用する児童については、個別指導計画に基づき、事前に保護者へ説明して、了解

を得ておきましょう。（個別指導計画については、学校の実態に応じて、作成してく

ださい。） 

 

◇家庭でも児童のがんばりや成果をほめてもらえるように、「エンカレッジルーム」で

の様子を連絡帳等で知らせましょう。 
 

②保護者への配慮 

次へ   
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  ※「エンカレッジルーム当番」の教諭は、次ページ以降の事例を参照 
 

 

                       

③運営上の配慮 

利用にあたって、校内で共通理解を図ることが大切です。 

 

◇定期的に利用する児童については、校内委員会で「曜日・校時・学習内容」等を相

談して決め、事前に利用する児童に知らせます。また、利用後には、児童の様子を

共有できる工夫（記録票等）が必要です。 

 

◇定期的に利用する児童については、本人や保護者に利用時間を書面で知らせ、変更

があった場合は、前日までに利用する児童に知らせます。 

 

◇施錠していない場合の安全管理のために、「エンカレッジルーム当番」の教諭等を事

前に決めておきます。（学校の実態に応じて） 

もどる 



23 

（３）校内体制 ◆A 校の例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 人的配置について 

・ 特別な指導・支援を要する児童・生徒の指導や不登校児童・生徒への指導・支援を担任や担当する専科教員だけでなく、学校全体で指導・支

援する体制を整える。 

・ 週ごとの計画を提出する際に、各教員が次の週のエンカレッジルーム当番を確認し、もれをなくす。 

・ 担当表は特別支援教育コーディネーターが作成し、学期ごとに編成し直す。 

・【参考】 教員1人当たりの持ち授業時数の限度を週当たり２５単位時間として、持ち授業時数が週当たり２５単位時間に満たない教員と自立サ

ポーターに、週当たり１～３単位時間をエンカレッジルーム当番として割り当て、エンカレッジルームに教師の不在が起きないようにする。 

・【参考】 専科の時間を変更がある場合には、エンカレッジルーム当番も変わることから、その引き継ぎを確実に行う。 

② 担当表【例】 

 

次へ   

月 火 水 木 金

1 A Ｆ A 自立ｻﾎﾟｰﾀｰ Ｍ

2 B 自立ｻﾎﾟｰﾀｰ Ｉ Ｌ C

休み

3 C Ｇ Ｊ Ｊ Ｇ

4 D Ｈ Ｋ Ｋ Ｐ

休み

5 Ｅ Ｅ Ｆ Ｍ Ｑ

6 一年 Ｏ Ｌ

静かに学習する部屋（エンカレッジルーム）担当表

休み時間は、入室不可

休み時間は、入室不可

静かに学習する部屋（エンカレッジルーム）当番表 
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 B校 エンカレッジルーム当番 ローテーション 
    

201// 

           
                                            

  
月 火 水 木 金 

  
           1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 

             １の１           2            2                      2              2  １の１ 

             １の２           2            2                      2              2  １の２ 

           4 ２の１                 ① 2            ①                     2        ２の１ 

           4 ２の２         ①                   ① 2    2                          ２の２ 

           4 ３の１       2                                    ① 2          ①     ３の１ 

           4 ３の２               2                          ①     ① 2            ３の２ 

           4 ４の１                   ①       2        ① 2                        ４の１ 

           4 ４の２                     ①                   
 

2            2  ①   ４の２ 

           4 ５の１     2  ①                 ①             2                      ５の１ 

           4 ５の２             2  ①                 2                ①           ５の２ 

           4 ６の１     ①                       2          ① 2                    ６の１ 

           4 ６の２   ①             2        2  ①                                 ６の２ 

           5 音楽 2            ①                       ①         2    ①         音楽 

           7 図工 ① 2      2            2            ①                 2  ①       図工 

           2 少人数指導                       ①                     ①               少人数指導 

           1 講師                                                         2    講師 

            

 

※学級担任は、専科時間の各１単位時間をエンカレッジルームの当番になる。 

※「①」の教諭の都合が悪い場合、「２」の教諭に「①」の教諭が依頼をし、

その後特別支援教育コーディネーターに報告する。 

※「①」「２」の教諭が二人とも都合がつかない場合は、特別支援教育コーデ

ィネーターに事前に報告する。 

※担当できる教諭がいない場合、エンカレッジルームは使用しない。緊急の場

合は、保健室か職員室を代わりに使用する。 

もどる 
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（４）指導の記録（記録簿）◆A 校の例 
・ 指導の記録は、エンカレッジルームの利用記録と指導記録を合わせたものである。 

・ 一日の利用者や指導者、及び内容等が一目で分かるようにする。 

・ Ａ４判片面１ページの次のような形式にする。 

※ 記録簿は個人情報が含まれることから、保管には十分配慮し、基本的には指導者間で直接引き継ぐことにする。 

 

   エンカレッジルーム 日誌   月  日（  ）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考欄 

校長 副校長 特支担当 

   

時間 担当 来室者数 名前（学年・クラス） 児童の様子や活動の内容【入室と退室の時刻も記入】 

１ ○○ 
 ２ 

名    

１－２ ○○ 

 

５－２ ○○ 

 

２  

    名 

  

6  

    名 

  

次へ   
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     指導記録記入例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導日時 場所 〇日時      年   月   日 (   )     校時    

〇場所 [ エンカレッジルーム   カームダウンルーム  教室 その他 ] 

対象児童名  

指導者職名 □ 巡回指導教員  

□ 特別支援教室専門員  

□ 自立サポーター 

□ 空き時間教員 

教

員 

名 

 

 

 

指導目的 □情緒の安定及び自立支援に関する指導 

□発達障害への自立支援に関する指導 

□個別学習 

□その他 

指導〈活動〉内容 

※具体的に記述 

〇活動のねらい 

〇学習・活動の内容 〇学習・活動状況の評価、考察 

 評価⇒□A  □B  □C  □D 

 

 評価⇒□A  □B  □C  □D 

 

 評価⇒□A  □B  □C  □D 

 

担任への連絡事項  

児童の自己評価 

① 活動の手応え

又は理解度 

② 活動に対する満

足度又は楽しさ 

 

①今日は、  □すごく良くわかった (できた)   

□まあまあ良かった  (できた) 

         □あまり良くなかった (できなかった) 

         □全然よくなかった  (できなかった) 

②今日は、  □すごく楽しかった 

□まあまあ楽しかった 

         □あまり楽しくなかった 

□全然楽しくなかった 

児童の自己評

価の理由 

 

 

 

次回への引継事項  

◆B 校の例 

〇学習・活動の内容 〇学習・活動状況の評価、考察 

1 かけ算九九の理解度の

確認      

２の段～５の段までを暗

唱させる 

評価⇒□A  □B  □C  □D 

わからないとすぐにやる気がな

くなりがち。ほめながらのやさし

い指導が効果的と思われる。 

2 ２の段と３の段の暗唱の

練習 

指導者と一緒に繰り返し

練習する 

評価⇒□A  □B  □C  □D 

 少しずつわかってきたので、が

んばって暗唱していた。２の段

は、はぼ間違わなくなった。 

3 ２の段、３の段の復習プ

リント 

かけ算(２，３の段)の練習問

題及び繰り上がりのあるたし

算・繰り下がりのあるひき算

の復習問題 

 

評価⇒□A  □B  □C  □D 

 繰り上がりのあるたし算は大丈

夫だが、繰り下がりのあるひき

算は不完全である。 

 
・時間をかけながら、少しずつ指導すればできてきています。 

・本日の指導内容も完全には定着していないので、次回復習から

指導します。 

○○先生の教え方はわかりやすいけど、なかなかできるようにならな

いからしんどい。またがんばるつもり。 

繰り下がりひき算の復習プリント、２の段の復習、３の段と４の段の暗唱

練習に取り組む。ほめながら、焦らず指導しています。 

もどる 
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（５）利用までの流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もどる 

個別の学習指導・支援が必要な子どもへの気づき 

（担任等の気づき・子どもの「困り具合」・家庭での様子） 

担任が管理職へ報告を行い、特別支援教育コーディネーター 

等と協力しながら作成します。 

＜参考＞「資料集」 

江戸川区「児童・生徒の実態把握表」 

保護者・本人との面談 

子どもの「困り具合」を理解し、保護者

の不安や心配を受け止めながら、エンカ

レッジルームでの指導・支援への理解を

得ます。 

校内委員会  

利用の判断、指導・支援内容の検討 

個別指導計画（エンカレッジルーム

版）の作成 

 

「管理職・生活指導主任・特別支援教育コ

ーディネーター・担任・養護教諭・スクー

ルカウンセラー等」を構成メンバーとし、

実態の共有と指導・支援の方向性を検討し

ます。 

個別指導計画（エンカレッジルーム

版）の作成 

長期（年度内）目標と短期（学期ごと）目標を行動

面・学習面に分けて、作成します。 

指導・支援の時間、内容の計画も立案します。 保護者・本人との面談 

 

面談をし、利用が決定したことを保護者

と本人に知らせます。 

学習目標や指導・支援内容の共通理解を図

ります。 指導開始 

校内委員会  

指導の評価・利用継続の判断 

保護者・本人との面談 

年度末には保護者・本人と面談を行い、これ

までの「成果と課題」を伝えるともに、次年

度の継続についての確認をします。 

年度末には、特別支援教育コーディネータ

ーが中心となり指導評価を行います。 

利用の継続についての判断をします。 

実態把握表の作成 

はじめに 

並行して 

並行して 

「エンカレッジルーム」当番の教師は、エンカ

レッジルームでの指導・支援の記録を作成し、

当該児童・生徒の実態の共通理解を図るための

資料とします。 

 

エンカレッジルームの利用については、校内委員会で検討した上で、保護者及び本人の了解を得て、以下の流れで進めます。 

 

※下記は、参考事例です。個別指導計画（エンカレッジ

ルーム版）は、学校の実態に応じて、作成してくださ

い。なお、個別指導計画は、参考資料として、C4th

書庫に格納してあります。 
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第４章 環境整備 

 

 

 

 

 

 

 

 もどる 
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（１）教室配置 

次の点に留意してエンカレッジルームを 

配置しまし 
 

・教師にとっては児童・生徒の安全確保が

図りやすい場所 
 

・児童や生徒にとっては、行きやすく、音

や人の目などが気にならない場所 
 もどる 
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（２）エンカレッジルームの名称 

 

・エンカレッジルームの目的や利用する児

童・生徒の心情等を踏まえ、学校で名称を

決めましょう。 

 
例：「しずかに学習する部屋」 

「ほっとルーム」 

「がんばルーム」等 
もどる 
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（３）設営の工夫 

次の点に気を付けて設営しましょう。 

 

・落ち着いて静かに学習したり、過ごしたり

できる空間をつくりましょう。 

・多様な学習形態（個別学習・グループ学習

等）に対応できる場をつくりましょう。 

・既存のロッカーやカーテン等も活用して 

設営を工夫しましょう。 
もどる 
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（４）配置の工夫 ～A 小学校の例～ 
 

 
  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パネル３枚で個室風の空間をつくる 

パーテーション３枚と長机で仕切る 教育相談コーナー 

棚はカーテンを閉めて視覚刺激を減らす 

軽量折りたたみシールドの活用          教材棚  

次へ

第 4
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アコーディオン 

カーテン 

～B 小学校の例～ 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 
 

 

戸棚 

児童机・いす 

ホワイトボード 

ストーブ 

出入口 

出入口 

出入口 

出
入
口 

出
入
口 

ソファー 

本棚 

開閉式扉 

【こんなことに活用しています】 

・特別支援教室（巡回指導教員、特別支援教室専門員） 

・保護者面談（スクールカウンセラー） 

「扉などで仕切ると、とても落ち着くスペースに変わり

ます。」「気分の切り替えや、学習に最適です。」 

 

次へ   
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・カームダウンを必要とする児童が使用している。 

・静かで刺激が少なく、明るさを少し暗めに調節している。 

～B 小学校の例（カームダウンルーム）～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

放送室 

窓 

照明スイッチ…明るさが調節できる。 

出
入
口 

出
入
口 

出入口 

お花 

人形 
ソファー 

ソファー 

ソファー 

＊放送室の一部を利用しているため、静かな環境が作れる。 

 

次へ   
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～中学校の例～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 もどる 

パーテーションで、部屋を３つに分ける。 

パーテーションを入れるこ

とで、落ち着いて学習する

ことができる。 

相談する場所の確保 中学校では、不登校生徒が活用することもあ

ります。「巡回指導を受ける生徒」や「スク

ールカウンセラーに相談する生徒」の他に、 

「保健室登校を躊躇する生徒（保健室で友達

に会うのを避ける）」「別室登校を希望する生

徒」など、多様な活用方法が考えられます。 
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第 5 章 学 習 

 

 

 

 

 

 

 

 もどる 
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（１）学習の進め方 ～A 校の例～ 
学級担任や特別支援教育コーディネーターと「エンカレッジルーム当番」の教諭は連絡を密に

して、以下のように進めます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

学級担任や特別支援教育コーディネーターが学習課題票を

作成 

学級担任が本人に渡し、説明 

本人が「エンカレッジルーム当番」の教諭に渡し、個別指

導を実施 

「エンカレッジルーム当番」の教諭が活動の様子をメモで書

き込み、学級担任に報告 

学習課題票を家庭に持ち帰らせ、写しを記録簿に綴じておく。 

 

 

もどる 
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（２）教材の準備【配置している教材例】 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カード類（かず・算数） 『ボイスルーラー』 

『ＳＳＴボードゲーム』 『ジャイアントビーズ』 

漢字カード（当該学年ごと） カード類（ことば・国語） 

『アンゲームポケット』 

『ソフトバランサー』 『ハートリーフクッション』 

『タイムタイマー』 

『表情カード』 

『ストレッチローラー』 

『表情ポスター』 

『感情の温度計』 

もどる 
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（３）指導内容 事例 
○ 問題行動が発生しづらい環境等をつくる「①開発的な取り組み」、問題行動が発生した際に解決する「②問題解決的な取り

組み」、問題行動を未然に防ぐ「③予防的な取り組み」について、事例を紹介します。 

 ①開発的な取り組み 

 

① 開発的な取り組み 

  

 

 

 

 ここに、チェックシートを貼り付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集団への不適応を起こさないようにする（エンカレッジルームを利用しなくても済ませる）ための対応 

全ての児童 

 

○ 学習活動に集中して取り組める環境の整備 

○ 学習が分かりやすくて、見通しが立つ指導の展開 

※ ユニバーサルデザインの考え方を取り入れた環境整備や学習展開 

指導の方向性 

対象の児童 

                           ※最低限行う内容として、学校全体で共通理解を図っておくこと 

だれでもできる学級づくりのためのチェックリスト 

  ＜環境づくり＞                         ＜授業づくり＞ 

 チェックの項目（達成…◎、概ね達成…○、努力を要する…△） 
チェッ

ク 

 

チェックの項目（達成…◎、概ね達成…○、努力を要する…△） 

チ ェ ッ

ク 

①  教室前面は、視覚刺激の量に配慮して、不要な掲示物を外している。  ①  黒板全面は、その授業だけに必要なものを書いている。  

②  必要のないときは、教室前面にある棚のカーテンを閉めている。  ②  単元名やめあてを書いている。  

③  教室内に不要な物を置かず、常に整理整頓している。（散らかさない）  ③  めあてに沿った振り返りやまとめを書いている。  

④  児童の実態に合った座席の配置をしている。 
 

④  
学習の流れを小黒板等に提示し、見通しをもって取り組めるようしてい

る。 

 

⑤    ⑤  チャイムスタート・チャイムフィニッシュを実践している。  

⑥    ⑥  机間指導で児童の実態に応じた指導をしている。  

内容（例） 

次へ   
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 ② 問題解決的な取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ⅰ 切り替えがうまくいかないなど、情緒的な不安を起こしている児童 

ⅱ 離席や立ち歩きなど、学級で不適応を起こしている児童 

ⅲ 登校しぶりや不登校の児童 

すでに集団に不適応を起こしている、または、 

不適応を起こしかけている児童への対応 

 

○ エンカレッジルームで気持ちを静めて、落ち着いて過ごすことを最優先とする。 

○ 学級で行っている学習課題を行うなどして、徐々に戻れるようにする。 

○ 不登校の児童に対しては、学級で過ごす時間を徐々に増やしながら、エンカレッジルームの利用割合を減らしていく。 

指導の方向性 

対象の児童 

  

 

○ 自分の今の気持ちや相手の気持ちを読み取ったり、感情を表す言葉を理解したりするために、表情シートを活用する。 

○ タイムタイマーや時計を使用して、児童と相談しながら切り替えのめやすを設定する。うまくいかないときの対応も予告して 

おく。 

○ 担任と指導内容を相談し、学級でその時に学習している単元の漢字や算数等をプリントやドリルを使って学習する。 

指導内容（例） 

次へ   
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③ 予防的な取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ ＬＤ等一部の教科や領域の学習に困難を感じている児童 

ⅱ 学習習慣の未確立等から学習内容の定着に課題のある児童 

ⅲ 社会性に課題のある児童 

これから集団に不適応を起こす可能性のある児童への未然防止のための対応 

 

○ 苦手な領域等について、スモールステップで学び、達成感を得られるようにする。 

○ 学習することの居心地のよさを体感させながら、学び方を学べるようにする。 

○ 今ある社会性を価値付けながら、さらに学級集団を想定して柔軟な対応ができるようにする。 

指導の方向性 

  対象の児童 

  

○ 次時または現在指導中の国語の読む単元の補充学習を行う。 

・ 読むときにつまずきそうな漢字や言葉を予想し、漢字と読みがな(ひらがな)の単語カードを作成し、ゲーム形式(神経衰弱等)で漢字と読みを一致させ

たり、意味を確認したりする。 

・ その単語のイメージがもてたら、実態に応じて分かち書きの文や文節ごとに補助線等を引いた文を読んでいく。一回で読む文の量や回数は、実態に

応じて異なる。 

 

○ 特別支援教育教材のプリントを活用して、漢字や助詞(は、を、へ等)、時計の理解等の補習を行う。 

・ 児童によっては、プリントの学習内容や枚数を選択させ、自己決定を行う経験を積み重ねていく。 

 

○ ソーシャルスキルトレーニングの教材を活用して、様々な状況でどのように行動していくべきかを考えさせていく。 

・ 指導者や入室中の児童と、カードやすごろくゲームを行う。 

・ 相手が話している時は、最後まで聞く等のルールを確認しながら進めていく。 

 

※ どの場面でも、困ったり分からなかったりしたら支援を求めたり、選んだりしてよいことを児童が分かるように伝えておく。 

指導内容（例） 

もどる 
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第６章 「特別支援教室」としての 

エンカレッジルームの運営 
 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もどる 
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（１）目 的 

①発達障害および、その傾向のある児童・生徒が 

抱える困り具合を減らす 

 

②一人でも多く指導へつなげる 

 

③児童、保護者の負担等を軽減する 

 

④在籍学級における支援をより充実させ 

学級運営の安定を図る 
（参考資料『特別支援教室導入のガイドライン』 平成 28 年3 月 東京都教育委員会） 

詳細 

もどる 

詳細 

詳細 

詳細 
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①発達障害および、その傾向のある児童・生徒の困り

感を減らす 

 

今後、全ての公立小中学校に特別支援教室を設置して   

通級指導学級で行ってきた指導を在籍校で受けられるよう

にします。各小中学校に巡回し指導する教員を「巡回指導

教員」といいます。在籍学級の担任と密に情報交換をした

り、指導の手だてを共に考えたりして指導をすることで、

児童・生徒の困り具合を減らし、勉強に対する意欲や集団

での適応力を伸ばしていきます。 
 

 

 

 

 もどる 
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②一人でも多く指導へつなげる 
 

 

発達障害及び、その傾向のある児童・生徒は全ての 

小中学校にいると思われます。そのため、児童・生徒 

が抱えている困り具合に対応した特別な指導を受けられ 

る場所を全ての小中学校で作ることが必要です。 

そうすることで、一人でも多くの児童・生徒が、個々 

  に合った特別な指導が受けられるようになります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

もどる 
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③児童・生徒、保護者の負担等を軽減する 
 

 

 

今まで小学校では保護者が通級指導学級のある小 

学校へ送り迎えすることが原則でした。在籍校で通級 

による指導が受けられることで、まず保護者の送迎の 

軽減ができます。また、在籍学級で時間割の変更や行 

事予定があっても、時間割を組み替えて指導ができます。 

他にも、児童・生徒が指導を受ける時間は、教室間の 

  移動だけなので、通級指導学級の時よりも、移動時間を 

大幅に減らすことができます。 
 

 

 

 
もどる 
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④在籍学級における支援をより充実させ 

学級運営の安定を図る 

 

 

 

 

巡回指導教員が、通常学級の教員に対して、具体的 

  な指導内容や支援の方法をアドバイスすることで、ク 

ラスでの当該児童・生徒だけでなく、他の児童・生徒 

にも勉強に集中できる環境を整えることができます。 

結果として、クラスが安定してきます。 
 

 

 

 

 

 もどる 
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（２）対象児童・生徒 
   

 

  

 

 

 

 

 

 

・広汎性発達障害（自閉症、アスペルガー症候群） 

・注意欠陥多動性障害（ADHD） 

・学習障害（LD） 

 

通常の学級に在籍しており、発達障害等で、

一部特別な指導を必要とする児童・生徒 

 
 

次へ   
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・その他 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「東京都発達障害教育推進計画」東京都教育委員会（平成 28年２月） 

発達障害情報・支援センターhttp://www.rehab.go.jp/ddis/ 

参考：発達障害教育情報センターhttp://icedd.nise.go.jp/ 

もどる 

http://www.rehab.go.jp/ddis/
http://icedd.nise.go.jp/
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（３）巡回指導教員と在籍学級担任との連携 

   
 

 
 

①今日の指導の報告 

②最近の様子  

③保護者面談の情報共有 

④学級においての支援の仕方（関わり方） ～具体例～ 

⑤個別指導で学習した内容を学級で生かすための支援 ～具体例～ 
 

（ex.個別指導で決めた行動目標を一週間どれくらいできるか、観察評価

してもらう） 
 

巡回指導教員は、通級による指導を行っている当該児童において、共通認識を

深め指導の一貫性をもたせるために、在籍学級担任と以下のような連携を行います。 

もどる 
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◆学級においての支援の仕方（関わり方）～具体例～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本
人
と
相
談
し
て
、 

一
度
試
し
て
み
ま
す
。 

勝
手
に
教
室
を
出
て
し
ま
う

の
で
あ
れ
ば
、
行
き
先
別
に
カ

ー
ド
を
作
っ
て
、
そ
れ
を
提
示

さ
せ
て
み
て
は
ど
う
で
し
ょ

う
？ 

在籍学級担任 巡回指導教員 

もどる 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCAwcIL5BXgnwAb0yU3uV7/SIG=129slk4h1/EXP=1469153416/**http:/01.gatag.net/img/201507/31l/gatag-00012728.jpg
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◆個別指導で学習した内容を学級で生かすための支援 ～具体例～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今
週
は
、『
友
達
を
挑
発
し
な
い
』
と
い
う

行
動
目
標
を
本
人
が
立
て
ま
し
た
。 

ぐ
っ
と
我
慢
す
る
行
動
が
見
ら
れ
た
と
き

は
、
褒
め
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。 

そ
ん
な
目
標
を
立
て
た

の
で
す
か
。 

す
ご
い
で
す
ね
！ 

 

わ
か
り
ま
し
た
！ 

い
つ
も
以
上
に
気
に
し
て

み
て
み
ま
す
。 

在籍学級担任 巡回指導教員 
もどる 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCKwH6M5BXED8AdVKU3uV7/SIG=12q8pcg0q/EXP=1469154682/**http:/xn--u9j9e4a1cvj1dpf616xhuclw6abpqo96cf8iby8a.com/img/kaiwa1.gif
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（４）巡回指導教員と特別教室専門員との連携 

 

 

 

①一週間の行動観察の報告 ～具体例～ 

②スケジュールの調整 ～具体例～ 

（時間割等指導のスケジュールで変更があった場合は、教務主任、在籍学級担任、   

特別支援教育コーディネーターと調整した上で巡回指導教員に連絡→C４ｔｈで） 

③巡回指導で使用する教材作成、準備 ～具体例～ 

④環境整備→原状復帰、掃除、レイアウト、その他必要な整備 

⑤個別指導の記録、学習支援 ～具体例～ 
 

 

特別支援教室専門員は、特別支援教室の運営が円滑にできるように巡回指導教員と

以下のような連携を行っています。 
 

もどる 
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◆一週間の行動観察の報告 ～具体例～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今
週
の
○
○
く
ん 

（
さ
ん
）
の
様
子
で
す
。 

専門員の報告書から 

1週間の当該児童・生徒

の様子が分かり、この様

子を踏まえたソーシャ

ルスキルトレーニング

を行うこともあります。 

特別支援教室専門員 

もどる 

file:///C:/Users/tx435884/Desktop/P1090544.JPG
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCA.CMVJBXWVsAmTSU3uV7/SIG=11vrhsppc/EXP=1469163020/**https:/t.pimg.jp/002/195/345/1/2195345.jpg
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◆スケジュールの調整 ～具体例～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来
週
は
学
年
行
事
が
あ
る
の
で
、
指
導
時

間
を
こ
の
よ
う
に
変
え
ま
し
た
！ 

あ
り
が
と
う
。 

もどる 

 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMyLa31vXRAhXEiLwKHWDSA5sQjRwIBw&url=http://www.shijonawate-gakuen.ac.jp/pj6/?p%3D3614&psig=AFQjCNHfK2OP467mYjvOi_hCCwgwaDBbMg&ust=1486271185819403
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◆指導における教材作成、準備 ～具体例～ 

 

児童・生徒の特性に応じて、学習に必要な教材を具体的な指示の下、作成してもらったり、プリント類を準備

してもらったりします。 

下記画像は、東京学芸大学のサイトからダウンロードできる『漢字練習読み書き支援ソフト』

http://sne-gakugei.jp/teaching/user/koik/201305231005.html を一例として載せています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もどる 

http://sne-gakugei.jp/teaching/user/koik/201305231005.html
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◆個別指導の記録、学習支援 ～具体例～ 

 

＊学習支援においては、児童・生徒の「困り具合」や特性を十分に理解した上で、巡回指導教員も

しくは在籍学級担任の指示の下、在籍学級においても支援を行うことができます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お
っ
！
一
問
目
正
解
。 

…
二
問
目
も
！ 
す
ご
い
ね

ぇ
！ 

特別支援教室専門員 

児童・生徒によっては、

学習に対する不安感が

強い子どもがいます。そ

のような子どもには、プ

リント一枚を仕上げる

まで待たず、一問ごとに

丸をつけてあげる等の

即時評価も有効です。 

もどる 
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（５）特別支援教室レイアウト 

 

 

 

①A 小学校の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円形テーブル 

小集団指導等話し合い活

動を行うのに適している。 

シンプルな壁 

余計な刺激が入らないた

めの配慮をしている。 

個別指導形態 
次へ   

平成 28 年度から巡回校モデル地区の小学校 18 校に、特別支援教室を設置しまし
た。どの特別支援教室にも「多目的センタータックテーブル」「ローパーテーション」
等を備え付け、各校の教室に合わせた形態を取り、指導を行っています。 

小集団指導等、話し合
い活動を行うのに適
している。 
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可動式ローパーテーション 

個別指導を行う際に、これで仕
切ることで、個別の空間が生ま

れる。可動式のため、様々な形

態に対応。 
 

②B 小学校の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目隠し用パーテーション 

可動式 
ローパーテーション 

見えなくするだけで、同じ

部屋に人がいても、刺激が

かなり軽減される。 

可動式パーテーション 

（ホワイトボード機能付） 

個別指導で予定を書いたり、ソ

ーシャルスキルの説明をした

り、小集団指導では、めあてや
ゲームの説明をしたりする等

様々な用途として使っている。 

もどる 
パーテーションで仕切ることで、個別の空間が生まれ、隣に他の児童がいたとしても、刺激は
かなり軽減される。また、ホワイトボードの機能がついているパーテーションはソーシャルス
キルトレーニングの説明をする際に使える。 
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（６）教 材 

 

 

 

①『The CAT－kit 感情認識トレーニング』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次へ   

特別支援教室で行う指導は、通級による指導と同様に、その内容は『自立活動』

です。使う教材は様々で、ソーシャルスキルトレーニングの教材やゲームを教材
として用います。ここでは、その一部を紹介します。 

1日の様子や1週間の様子を振り返らせ、いつ何を
していて、その時の気持ちはどうだったかを『気持
ちカード』や『表情カード』を使って表現させます。 
一週間を振り返らせたり、怒りを『温度計』で表

したりする等、自分の感情を客観的に捉えさせるた
めの教材で、他にも用途は様々です。 

http://www.nise.go.jp/cms/13,3315,55,251.html
http://www.nise.go.jp/cms/13,3315,55,251.html
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②『SST ワークシート』 

(社会的行動編、自己認知・コミュニケーションスキル編、思春期編) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童・生徒が身に付けてほしいスキルについては、ワークシートを用いて学習して

いきます。指導の中で、1～2 枚程度を使用し、集団場面において、学習した場面に出

会ったときに、学習したことを思い起こさせることで、スキルを少しずつ身に付けさ

せます。 

次へ   
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③児童・生徒の認知行動療法 

「だいじょうぶ 自分でできる 心配の追いはらい方ワークブック①」 

「だいじょうぶ 自分でできる 怒りの消火法ワークブック②」 

「だいじょうぶ 自分でできる こだわりの頭のほぐし方ワークブック③」 

「だいじょうぶ 自分でできる 後ろ向きな考えの飛び越え方ワークブック④」 

「だいじょうぶ 自分でできる 眠れない夜とさよならする方法ワークブック⑤」 

「だいじょうぶ 自分でできる 悪いくせのカギのはずし方ワークブック⑥」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次へ   

指導の中で 5～10 分ほどの時間を決めて教
員が読み聞かせます。例えば、「怒りの消火法
ワークブック」では、怒りは何で起こるのか、
どうやって人はそれを消しているのか等を物
語調で話が流れています。考えさせる箇所も
あるので、ソーシャルスキルトレーニングの
ワークシートと同様に、学習したことを集団
場面で実践できるようにしていきます。 
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④様々なゲームを通しての指導 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もどる 

ホワイトボードにゲームの説明を記したり、めあてを書いて意識させたりする（左図）。 
また、ゲームを始める前の感情、途中の感情、終わった後の感情を記すことで、自分の
感情とともに他人の感情の変化も意識できるようにさせる。（右図） 
 

ワニに乗る？ 

タントリックス ごいた 

ZERO 

児童・生徒の興味・関心を引くゲームを
通して、人とのやりとりの中で起こる
様々な感情を客観視させて気付かせた
り、めあてを決めて意識的に気持ちをコ
ントロールさせたりします。ゲーム教材
は、児童・生徒の実態に応じて選んでい
ます。 
→ゲームを行う時も、自立活動の内容に
沿って行っています。 

http://www.nise.go.jp/cms/13,3315,55,251.html
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